
 国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程の一部を改正する規程を次のと

おり制定する。 

 
  平成１７年６月２９日 

国立大学法人東京農工大学長 小 畑 秀 文  

 
１７ 経教 規程第３６号 

   国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程の一部を改正する規程 

 
国立大学法人東京農工大学規則等制定及び改廃手続規程（１６経教規程第７１号）の一

部を次のように改正する。 

 
第２条第２項第１号ロ中「国立大学法人東京農工大学非常勤職員就業規則」の下に「及

び国立大学法人東京農工大学における特定の専門分野に従事する職員就業規則」を加える。 

 
第３条中「規則等の制定等に当たっては」の下に「、国立大学法人法第２０条第４項第

３号及び同法第２１条第３項第３号の規定により審議される機関が定められている事項以

外の事項については」を加え、同条第１号ロ中「国立大学法人野東京農工大学非常勤職員

就業規則」の下に「及び国立大学法人東京農工大学における特定の専門分に従事する職員

就業規則」を加える。 

 

 
   附 則（１７経教規程第３６号） 

 この規程は、平成１７年６月２９日から施行する。 
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